
令和５年度稲城市介護サービス事業所物価高騰等緊急対策給付金のご案内

今般の光熱水費の価格高騰に直面し、負担増を強いられている稲城市内に所在する
介護サービス事業所へ給付金を支給し、事業所の負担軽減を図ります。

◇支給対象のサービス事業所（介護予防サービス事業所は除きます）

＜訪問系＞
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、
夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、居宅介護支援、介護予防支援

＜訪問系以外＞
通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護（介護施設との併設事業所は除きます）、
特定施設入居者生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同
生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、
介護老人保健施設 ※基準日：令和５年４月１日

◇支給額

＜訪問系＞ 一律 80,000円

＜訪問系以外＞ 定員（注）に8,000円を乗じた額

注：通所介護、通所リハビリテーション、地域
密着型通所介護及び認知症対応型通所介護につ
いては、一単位の最大利用定員。また、特養及
び老健については、特定入所者介護サービス費
の対象となる特定入所者を除く。

◇申請期限（※当日消印有効）

＜特養・老健以外＞
令和５年10月31日（火）

◇申請先

稲城市福祉部高齢福祉課介護保険係
電話：042-378-2111（代）
受付時間：平日8:30～17:15

＜特養・老健＞
前期：令和５年10月31日（火）
後期：令和６年 ４月10日（水）


